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Ⅰ．「富山市障害者計画・富山市障害福祉・障害児計画」の策定について

１．ブリックコメントの結果について（報告） 

  令和３年１月８日～２２日まで市のホームページ上でパブリックコメントを行ったが、特に意

見は寄せられなかった。 

２．前回（１２／２４）の計画（案）からの主な変更点 

№ 前回の計画案 変更点（案） 計画書

１ ■ 障害児保育・特別支援学級等の児童・生徒数の推移 ■ 障害児保育・特別支援学級等の児童・生徒数の推移 

【変更理由】 保育所等入所者数の変更。 

P20

２ 記載なし 語句の補足説明を追加（注釈） 

注：特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室、

医療的ケア児、経管栄養、吸引、酸素療法、導尿、

中心静脈栄養、咽頭エアウェイ、ネブライザー の

語句説明を追加

P21

P23

３ ２ 計画策定・推進の基本的視点 

（２） 在宅生活・地域生活の重視 

障害のある人が住みなれた家庭や地域で安心して

暮らし続けられるよう、日常の生活の自立と社会参

加等を支援するとともに、雇用・就労支援、防災対策等

についても支援を強化します。 

※「①障害者の雇用・就労支援」、「② 障害者に対応

した新型コロナウイルス対策」、「③ 災害時における

障害者の避難対策」を取り纏めて表記したもの。 

２ 計画策定・推進の基本的視点 

（２） 在宅生活・地域生活の重視 

障害のある人が住みなれた家庭や地域で安心して

暮らし続けられるよう、日常の生活の自立と社会参

加を支援する相談体制や在宅サービスの充実、就

労・文化活動など暮らしを支え生活の質を高める日

中活動の確保に努めます。さらに、グループホーム

等の生活の場を整備し、施設入所者や精神障害者

長期入院患者等で退所（院）を希望する人の地域

生活への移行を支援します。また、近年、頻発する

地震や水害、火災への防災・避難対策と、新型コロ

ナウイルス等の感染症への備えと発生時の支援体

制を整備し、「命」を守る施策の充実を図ります。

【変更理由】 語句の集約。 

P38
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４ 第４章 第４次障害者計画の施策展開 

施策３ 住環境の整備 

（１）民間住宅への助成 

①住宅のバリアフリー化への助成 

重度の障害のある人の在宅生活を支援するために、

玄関や居室の段差解消、便所や階段等の手すりの設

置など、住宅のバリアフリー化に対する助成の充実に

努めます。

② 住宅のバリアフリー化への貸付制度の周知 

住宅のバリアフリー化に対する融資制度については、

住宅金融公庫の割増融資制度など公的な制度がいくつ

かあり、これら制度の積極的な活用を図るよう周知に努め

ます。 

第４章 第４次障害者計画の施策展開 

施策３ 住環境の整備 

（１）民間住宅への助成 

①住宅のバリアフリー化への助成 

重度の障害のある人の在宅生活を支援するために、

玄関や居室の段差解消、トイレや階段等の手すりの設

置など、住宅のバリアフリー化に対する助成の充実に

努めます。 

② 住宅のバリアフリー化への貸付制度の周知 

住宅のバリアフリー化に対する融資制度については、

富山県の「住みよい家づくり融資」や、富山市社会福

祉協議会の「生活福祉資金（増改築）」など公的な融

資があり、こうした制度の周知に努めます。 

【変更理由】 語句の変更、追加。

P55

５ 施策４ 防災・防犯対策 

要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を

要する者）が、安心して暮らせる社会を実現するため、防

災知識の普及を図るとともに、地域住民をはじめ、関係団

体、福祉関係者、ボランティア等の連携による支援体制

の確立を推進します。 

① 防火防災意識の高揚

ⅰ 防火防災意識の高揚 

防災知識の普及を図るため、広報紙、コミュニティＦＭ、

パンフレット、出前講座等あらゆる機会を通じて、防火防

災意識の高揚を図ります。 

施策４ 防災・防犯対策 

要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を

要する者）が、安心して暮らせる社会を実現するため、防

災知識の普及を図るとともに、新型コロナウイルスなど感

染症の拡大を防止する行動様式の周知など地域住民を

はじめ、関係団体、福祉関係者、ボランティア等の連携

による支援体制の確立を推進します。 

① 防災意識の高揚

ⅰ 防災意識の高揚 

災害や感染症の感染拡大を防止する知識、情報の普及

啓発を図るため、市ホームページ、広報紙、コミュニティ

ＦＭ、パンフレット、出前講座等あらゆる機会を通じて、防

災意識の高揚を図ります。 

【変更理由】 語句の変更、追加。

P56

６ ⅴ 介護者の確保

②災害時における状況把握と支援体制 

Ⅴ 避難所等における介護者の確保と感染症対策 

記載なし 

ⅴ 避難所等における介護者の確保と感染症対策

②災害時における状況把握と支援体制 

Ⅴ 避難所等における介護者の確保と感染症対策

避難所等での体調管理と衛生用品や密集を避けたス

ペースの確保等に配慮し、感染症の予防と感染拡大

の防止に努めます。

【変更理由】 新たな事項の追加。

P57

７ 基本施策５ 自立と社愛参加の促進に向けて 

施策１ 療育・教育 

（１） 療育・幼児教育の充実 

③障害児保育・幼稚園教育

基本施策５ 自立と社愛参加の促進に向けて 

施策１ 療育・教育 

（１） 療育・幼児教育の充実 

③障害児療育・障害児保育・幼稚園教育 

【変更理由】 語句の追加。 

P77
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№ 前回の計画案 変更点（案） 計画書

８ 第５章 第 6 期障害福祉計画の施策展開 

２ 令和５年度に向けた成果目標の設定 

（５）相談支援体制の充実・強化等 

＜数値の根拠＞ 

※「訪問等による専門的な指導・助言件数」…令和元年

度実績（786 件）に基づくもの。 

第５章 第 6 期障害福祉計画の施策展開 

２ 令和５年度に向けた成果目標の設定 

（５）相談支援体制の充実・強化等

＜数値の根拠＞ 

※「訪問等による専門的な指導・助言件数」…令和元年

度実績（784 件）に基づくもの。 

【変更理由】 実績値誤り

P93

９ ３ 障害福祉サービスの見込量と確保策 

（１） 訪問系サービスの見込量と確保策 

① 居宅介護 

区 分 

第６期見込量 

令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度

利用者数 
（人/月） 

302 308 314

利用延時間数
（時間/月） 

4,832 4,928 5,024

３ 障害福祉サービスの見込量と確保策 

（１） 訪問系サービスの見込量と確保策 

① 居宅介護 

【変更理由】 直近の数値を基に精査 

区 分 

第６期見込量 

令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度

利用者数 
（人/月） 

299 304 309

利用延時間数
（時間/月） 

4,784 4,864 4,944

P95

10 ④ 行動援護 

見 込 量 

利用者数の見込は、平成 30 年度から令和２年度までの

実績をもとに、現に利用している人の数、新規利用のニ

ーズ等を勘案し、毎年６人/月ずつ利用者数の増加を見

込んで算出しています。 

区分 

第５期計画値・実績値 第６期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
12 25 31 37 43

利用延時

間数 

（時間/月）

312 625 775 925 1,075

④ 行動援護 

見 込 量 

利用者数の見込は、平成 30 年度から令和２年度までの

実績をもとに、現に利用している人の数、新規利用のニ

ーズ等を勘案し、毎年４人/月ずつ利用者数の増加を見

込んで算出しています。 

【変更理由】 直近の数値を基に精査 

区分 

第５期計画値・実績値 第６期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
12 23 27 31 35

利用延時

間数 

（時間/月）

312 575 675 775 875

P98
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11 （２） 日中活動系サービスの見込量と確保策 

③ 就労移行支援 

区 分

第５期計画値・実績値 第６期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
78 90 95 100 105

利用延日数

（日/月）
1,560 1,440 1,520 1,600 1,680

（２） 日中活動系サービスの見込量と確保策 

③ 就労移行支援

【変更理由】 直近の数値を基に精査

区 分

第５期計画値・実績値 第６期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
78 85 90 95 100

利用延日数

（日/月）
1,560 1,360 1,440 1,520 1,600

P102

12 ⑤ 就労継続支援Ｂ型 

見 込 量 

利用者数の見込は、平成 30 年度から令和２年度までの

実績をもとに、現に利用している人の数、新規利用のニ

ーズ、事業所の新設、特別支援学校高等部に在籍する

生徒数等を勘案し、毎年３０人/月ずつ利用者数の増加

を見込んで算出しています。 

区 分

第５期計画値・実績値 第６期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
790 840 870 900 930

利用延日数

（日/月）
14,220 15,120 15,660 16,200 16,740

⑤ 就労継続支援Ｂ型 

見 込 量 

利用者数の見込は、平成 30 年度から令和２年度までの

実績をもとに、現に利用している人の数、新規利用のニ

ーズ、事業所の新設、特別支援学校高等部に在籍する

生徒数等を勘案し、毎年３５人/月ずつ利用者数の増加

を見込んで算出しています。 

【変更理由】 直近の数値を基に精査

区 分

第５期計画値・実績値 第６期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
790 850 885 920 955

利用延日数

（日/月）
14,220 15,300 15,930 16,560 17,190

P104

13 ４ 地域生活支援事業の見込量と確保策 

（２） 必須事業の見込量と確保策 

④ 成年後見制度利用支援事業 

区 分

第５期計画値・実績値 第６期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

申立て

利用者数

（人/年）
19

11 11 11 11

報酬助成

利用者数

（人/年）
26 31 36 41

４ 地域生活支援事業の見込量と確保策 

（２） 必須事業の見込量と確保策 

④ 成年後見制度利用支援事業 

【変更理由】 直近の数値を基に精査 

区 分

第５期計画値・実績値 第６期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

申立て

利用者数

（人/年）
19

1２ 1３ 14 15

報酬助成

利用者数

（人/年）
26 31 36 41

P118
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14 ⑨ 移動支援事業 ⑨ 移動支援事業 

【変更理由】 直近の数値を基に精査 

区 分

第５期計画値・実績値 第６期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
66 57 58 59 60

利用延日数

（日/月）
726 627 638 649 660

P123

区 分

第５期計画値・実績値 第６期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
66 57 58 59 60

利用延日数

（日/月）
726 741 754 767 780

15 第６章 第２期障害児福祉計画の施策展開 

３ 障害児支援の見込量と確保策 

（１） 障害児通所支援の見込量と確保策 

① 児童発達支援 

区 分

第１期計画値・実績値 第２期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
282 365 380 395 410

利用延日数

（日/月）
1,480 1,825 1,900 1,975 2,050

第６章 第２期障害児福祉計画の施策展開 

３ 障害児支援の見込量と確保策 

（１） 障害児通所支援の見込量と確保策 

① 児童発達支援 

【変更理由】 直近の数値を基に精査 

区 分

第１期計画値・実績値 第２期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
282 370 385 400 415

利用延日数

（日/月）
1,480 1,850 1,925 2,000 2,075

P135

16 ③ 放課後等デイサービス 

区 分

第１期計画値・実績値 第２期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
520 700 760 820 880

利用延日数

（日/月）
5,980 8,400 9,120 9,640 10,560

③ 放課後等デイサービス 

【変更理由】 表記数値誤り

区 分

第１期計画値・実績値 第２期見込量 

令和２年度 令和
３ 
年度

令和
４ 
年度

令和
５ 
年度計画 実績(見込)

利用者数

（人/月）
520 700 760 820 880

利用延日数

（日/月）
5,980 8,400 9,120 9,840 10,560

P137
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17 資 料 編 

１ 計画策定経過 

※空白部分の追加 

資 料 編 

１ 計画策定経過 

※12・２月における自立支援協議会の内容及びパブ

リックコメントの実施日を追加 

P149

18 ８ 用語解説（50 音順） ８ 用語解説（50 音順） 

※用語解説の追加 

P184

 ～ 

Ⅱ 「令和３年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」は別冊 

資料で説明します



R２年度の
取り組み

活動状況

今後の課題等

R２年度の
取り組み

活動状況

今後の課題等

①障害者の地域移行の推進
②地域生活定着のために必要な地域基盤の検討

以上について、具体的な事例を通してグループワークを行い、検討を行っ
た。

Ⅳ 専門支援ワーキング（※1）の活動状況報告について

１　就労支援ワーキング　（ワーキングメンバー：12名）

①一般就労に関すること
②サービスの質の向上に関すること
③事業所研修会の開催（中止）
④障害者雇用に関する現状把握
⑤計画の策定

【定例会】
第1回：令和2年9月29日（火）
第2回：令和2年12月16日（水）
事業所研修会（中止）

今年度は３つの障害者計画の策定について、内容等の確認や目標数値等に
ついて検討し、ワーキング内で意見集約を行った。また、毎年2月頃に開催
していた市内障害者就労支援事業者研修会については、コロナウイルス感
染拡大防止のため、今年は見送ることとした。

２　地域生活支援ワーキング　（ワーキングメンバー：18名）

-7-

第1回：令和2年11月17日（火）
（事例検討：常に精神的な不安を抱え日常生活に支障をきたしているケース）

第2回：令和2年12月17日（木）
（事例検討：強度行動障害児のケース）

第3回：令和3年 2月 4日（木）
（グループ討議：地域生活定着のための地域基盤について）

　地域移行、地域生活定着のための基盤整備は、重要性が言われている一
方、支え手の不足あるいは疲弊している等の課題も多い。本人の急な状況
変化にも対応できるよう、緊急時に利用できる資源の確保や医療等他領域
との連携を一段と進めていく必要がある。
　また、令和2年度に富山圏域で実施した「精神障害にも対応した地域包括
ケアシステム構築支援事業」についても、引き続き福祉的視点でどのよう
な関わりができるか検討していきたい。

※1　専門相談ワーキングとは、富山市障害者自立支援協議会運営要綱第7条により設置し、
　　就労支援ワーキング、地域生活支援ワーキング、子ども発達支援ワーキングにおいて、
　　専門的な課題解決や支援方策等の検討を行っている。



R２年度の
取り組み

活動状況

今後の課題等

R2年度の
取り組み

活動状況

今後の課題等

①個別ケースに対する相談支援
②基幹相談支援室の普及啓発事業
③相談支援事業所の後方支援（相談・助言・同行等）
④相談支援事業所の巡回指導
⑤相談支援専門員交流会の開催
⑥障害福祉事業者研修会の開催
⑦就労移行コーディネータによる個別就労支援、就労継続支援Ａ型事業所
 及び中小企業の巡回訪問
⑧権利擁護を図るための窓口の充実、権利擁護部会への参加
⑨各専門ワーキングへの参加

３　子ども発達支援ワーキング　（ワーキングメンバー：27名）

①ライフサイクルに応じた縦横支援に関すること
②サービスの質の向上に関すること
③児童発達支援ネットワークの構築

【定例会】
第1回：令和2年7月30日（木）
第2回：令和2年9月25日（金）
第3回：令和2年11月20日（木）
第4回：令和3年1月22日（金）

 発達障害や医療的ケアなど障害のある子どもやその家族への支援につい
て、乳幼児期・学齢期・就労移行期などそれぞれのライフステージにおけ
る問題点や課題、必要と考えられる支援などを検討するとともに、関係機
関・関係団体との連携を強化し、児童発達支援ネットワークの構築を図る
ことが必要である。

４　基幹相談支援室

　　　基幹相談支援室は、障害者総合支援法第77条2項により、地域における相談支援の
　　中核的な役割を担う機関として障害者福祉プラザ内に設置している。
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①個別ケースに対する相談支援（11月末：延2,466件）
②基幹相談支援室普及啓発事業（県障害福祉課主催の会議・研修等12回、視覚総
　合支援学校等3回、聴覚障害者協会2回、介護支援専門員協会1回)
③相談支援事業所の後方支援
④相談支援事業所巡回指導
⑤相談支援専門員交流会の開催
⑥障害福祉事業者研修会の開催
⑦就労移行コーディネータによる個別就労支援、就労継続支援事業所及び企業の
　巡回訪問（12月末：個別就労支援　延270件、巡回訪問　67箇所）
⑧権利擁護を図るための窓口の充実、権利擁護部会への参加(部会1回）
⑨各専門ワーキングへの参加（相談支援ワーキング２回、地域生活支援ワーキン
グ２回、子ども発達支援ワーキング３回、就労支援ワーキング２回）

基幹相談支援室において、複雑な事例の相談件数の増加に対し、相談員の
マンパワー不足しているため、相談体制の強化が必要である。
相談支援に関する課題等について、相談支援ワーキング等で検討を行うと
ともに、各関係機関との一層の連携を図る。

※2　相談支援ワーキングとは、富山市障害者自立支援協議会運営要綱第6条により設置し、
　　相談支援に関する課題等の検討を行っている（隔月開催）。



令和３年度障害福祉サービスの制度改正等について 

［障害福祉課］ 

（１）主な内容 

 ・令和３年度制度改正 

① グループホームにおける重度化・高齢化への対応のための報酬の見直し 

② 就労系サービスにおける報酬体系の見直し 

③ 医療的ケア児を対象とする報酬区分の創設 

④ 放課後等デイサービスの報酬体系の見直し 

⑤ ケアニーズの高い障害児への支援に係る加算の創設 

⑥ 業務継続に向けた計画作成等、運営基準の見直し 等 

・令和３年度報酬改定 

① 各サービスにおける報酬単価の見直し・細分化  

※改定率 ＋０．５６％ 

（２）システム改修について

上記制度改正及び３年に一度の報酬改定に対応するため、障害福祉サービス

を提供する事業所を管理するシステム及び障害福祉サービスの利用者を管理す

るシステムについて、改修を実施するもの。 

 ・システム改修に係る補正額（令和２年１２月補正にて対応） ６，７１０千円 

  （内訳） 

   ア．障害者総合支援法指定事業所管理システム改修  ２，７５０千円 

   イ．障害者自立支援事務処理システム改修      ３，９６０千円 

別冊資料 
















